
お客さまへのお知らせ方法について
国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」について、燃料費調整単価から軽減単価を差し引いた⾦額に基づき電気

料⾦を算定することから、当社からお客さまへ以下のとおりハガキ等でお知らせする内容において表⽰する「燃料費調整単
価」は、本特別措置適用後の単価をお知らせいたします。

さらに、本特別措置が適用されていることを明⽰してお知らせするため、以下のとおり、「燃料費調整額は、国による電気
料⾦軽減措置が含まれている」旨をお知らせすることとしております。

なお、お⽀払⽅法によりお客さまへお知らせする様式が異なっておりますが、いずれの様式においても軽減単価を差し引
いた燃料費調整単価をもとに燃料費調整額を算出・記載いたします。

約款等の変更および契約期間の更新について

１．約款等の変更について
• 当社は，経済産業大臣に2023年4月1⽇からの規制料⾦

の値上げを申請いたしました。
• これに併せて，⾃由料⾦についても料⾦値上げを予定しており，

これにともない「低圧電気標準約款」「低圧電気供給実施要
綱」「選択約款」「電気標準約款［低圧］」「電気供給実施
要綱［低圧］」を変更いたします（2023年4月1⽇実施予
定）。

• 電気料⾦値上げや約款等の変更に関する詳細は，当社ホー
ムページよりご確認ください。

［当社ホームページ］https://www.tohoku-epco.co.jp

２．契約期間の更新について
• ⾃由料⾦（上記１に記載の約款等に定める料⾦プラン）で

ご契約のお客さまについては，ご契約期間満了⽇が本年3月
31⽇となっております。ご契約期間満了に先⽴って，お客さま
から変更等のお申出が無い場合は，上記１で変更する約款
等の条件で１年間契約を更新いたします。

• 更新後のご契約期間は2023年4月1⽇から2024年3月31
⽇までとなります。

• なお，契約期間の更新後，規制料⾦の値上げ申請に係わ
る審査・認可状況等を踏まえて，約款等の内容を再度変更
いたします。

東北電⼒株式会社（⼩売事業者登録番号︓A0268）
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※離島等供給約款［低圧用］の対象となるお客さまは本お知らせの対象外です。

電気・ガス価格激変緩和対策について
2024年1月使用分（2月分）からの電気料⾦に係る燃料費調整
額には，国による電気料⾦軽減措置（使用量×低圧契約︓－３
円５０銭/kWh，⾼圧契約︓－１円８０銭/kWh）を含んでい
ます。定額制のご契約など，詳細は当社ホームページをご覧ください。

本特別措置に係る注釈を
記載いたします。

「電気ご使用量のお知らせ」へは、軽減単価を差し引いた燃料費調整単価を
表⽰いたします。

軽減単価を差し引いた燃料費
調整単価をもとに燃料費調整
額を算出・記載いたします。

【低圧でご契約のお客さまへのお知らせイメージ】

（検針ハガキでのお知らせ）



本特別措置に係る注釈を記載いたします。
なお、「電気料⾦請求内訳書」へは、軽減単価を差し引いた燃料費調整単価を
もとに燃料費調整額を算出・記載いたします。

（請求書でのお知らせ）

電気・ガス価格激変緩和対策について
2024年1月使用分（2月分）からの電気料⾦に係る燃
料費調整額には，国による電気料⾦軽減措置（使用
量×低圧契約︓－３円５０銭/kWh，⾼圧契約︓－
１円８０銭/kWh）を含んでいます。定額制のご契約な
ど，詳細は当社ホームページをご覧ください。



【⾼圧でご契約のお客さまへのお知らせイメージ】

（⼝座振替のお客さまの例︓電気ご使用量のお知らせへの記載イメージ）

「電気ご使用量のお知らせ」へは、軽減単価を差し引いた燃料費調整単価を表⽰いた
します。



約款等の変更および契約期間の更新について

１．約款等の変更について
• 当社は，経済産業大臣に2023年4月1⽇からの規制料⾦の値上げを申請いたしました。
• これに併せて，⾃由料⾦についても料⾦値上げを予定しており，これにともない「低圧電気標

準約款」「低圧電気供給実施要綱」「選択約款」「電気標準約款［低圧］」「電気供給実
施要綱［低圧］」を変更いたします（2023年4月1⽇実施予定）。

• 電気料⾦値上げや約款等の変更に関する詳細は，当社ホームページよりご確認ください。
［当社ホームページ］https://www.tohoku-epco.co.jp

２．契約期間の更新について
• ⾃由料⾦（上記１に記載の約款等に定める料⾦プラン）でご契約のお客さまについては，

ご契約期間満了⽇が本年3月31⽇となっております。ご契約期間満了に先⽴って，お客さま
から変更等のお申出が無い場合は，上記１で変更する約款等の条件で１年間契約を更
新いたします。

• 更新後のご契約期間は2023年4月1⽇から2024年3月31⽇までとなります。
• なお，契約期間の更新後，規制料⾦の値上げ申請に係わる審査・認可状況等を踏まえて，

約款等の内容を再度変更いたします。
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※離島等供給約款［低圧用］の対象となるお客さまは本お知らせの対象外です。

電気・ガス価格激変緩和対策について
2024年1月使用分（2月分）からの電気料⾦に係る燃料費調整額
には，国による電気料⾦軽減措置（使用量×低圧契約︓－３円
５０銭/kWh，⾼圧契約︓－１円８０銭/kWh）を含んでいます。
定額制のご契約など，詳細は当社ホームページをご覧ください。

本特別措置に係る注釈を記載いたします。
なお、「電気料⾦請求内訳書」へは、軽減単価を差し引いた燃料費調整単価を
もとに燃料費調整額を算出・記載いたします。

（⼝座振替のお客さまの例︓電気料⾦請求内訳書送付票への記載イメージ）


